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 普通財産で、平成 13年３月 30 日付財理第 1308号「普通財産貸付事務処理要領」通達等

の規定により売払い等の処理を行うこととなっているもののうち、一定の地域内に集団的

に所在するものについては、事務処理の効率化を図るため、下記により集中処理を行うこと

ができることとしたから、通知する。 

 なお、この通達の趣旨は、少なくとも毎年１回定期に相手方ごとに売払見込価額等を掲示

した文書をもって買受勧奨を行うことにより、相手方の買受け意欲を喚起するとともに、売

払事務の集中処理（年２回）を行うことにより、事務処理の効率化を図ろうとするものであ

る。 

 

記 

 

１ 適用範囲 

平成 13 年３月 30 日付財理第 1308 号「普通財産貸付事務処理要領」、令和５年６月 28



日付財理第 1877 号「貸付中の財産の売却促進について」、平成 13 年３月 30 日付財理第

1266 号「不法占拠財産取扱要領」、平成 13 年３月 30 日付財理第 1267 号「誤信使用財産

取扱要領」、平成 21 年２月 19日付財理第 666号「誤信使用財産に係る既存事案の処理促

進について」及び平成 18年６月 29日付財理第 2640号「物納等不動産に関する事務取扱

要領について」通達の規定により売払い等の処理を行うこととなっているもの（当該財産

の規模若しくは経済価値からみて高額なもの等、この通達により集中処理を行うことが

適当でないと認められるものを除く。）で、一定の地域内においておおむね 10人以上の者

が集団的に使用しているもの（以下「集団的使用財産」という。）について適用すること

ができるものとする。 

２ 処理方法及び売払予定価額 

⑴ 集団的使用財産については、少なくとも年１回、買受勧奨の趣旨、売払見込価額及び

売払の条件等を提示して買受勧奨を行い、売払申請書の提出があったものについては、

年２回に分けて一定の時期に集中処理を行うものとする。 

⑵ 集中処理の実施に当たって、価格時点から起算して４か月以内に売払申請書が提出

されたものについては、価格時点から起算して６か月目の月において第１回の集中処

理を行うものとし、価格時点から起算して４か月を経過し、10 か月以内に売払申請書

を提出されたものについては、価格時点から起算して 12か月目の月において第２回の

集中処理を行うものとする。 

（注１） 集中処理を２回行うのは、売払申請書が提出されたものをできるだけ早期に

処理するためである。 

（注２） 買受勧奨（年１回）及び集中処理（年２回）の時期を図示すると次のとおり

である。 

 

 

価 

格 

時 

点 

 

買年 

受月 

勧日 

奨 

    第処 

一理 

回時 

集期 

中 

     第処 

ニ理 

回時 

集期 

中 

 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ 

  ←申請書提出→ 

の指定期間 

←事務処→ 

理期間 

     

     ←    第２回集中処理の対象   → 

 となる申請書の提出期間 

←事務処→ 

理期間 

  

⑶ 集団的使用財産の売払予定価額については、契約締結の日が価格時点から起算して



６か月以内の日であるときは、価格時点における評定価格に消費税及び地方消費税の

相当額を加えた額によるものとし、契約締結の日が価格時点から起算して６か月を超

え 12か月以内の日であるときは、価格時点における評定価格を時価修正（価格時点か

ら６か月間の時価修正）した価格に消費税及び地方消費税の相当額を加えた額による

ものとする。 

３ 処理計画の策定等 

⑴ 集団的使用財産については、２に定める集中処理の方法を積極的に活用して売払い

の促進を図ることとし、管理及び処分事務全体の年間業務計画を考慮のうえ、当該年度

の２か月前に別紙第１号様式による集団的使用財産の処理計画を策定するものとする。 

（注）この処理計画は、遠隔地に所在するものだけでなく、管内全域に所在するものを

対象として策定するものとする。 

⑵ 処理計画を策定したときは、緩急順位に従い、必要に応じ実測による数量等の確認並

びに評価に関する調査及び資料の収集等直ちに評価に着手するとともに、売払後所有

権移転登記を行う場合に合筆及び分筆等の事前登記を必要とするものについては、事

前に当該財産の全体について合筆及び分筆等の事前登記を行うものとする。 

４ 処理要領 

⑴ 買受勧奨 

集団的使用財産については、評価事務等の進ちょく状況を考慮して毎年定期に相手

方に対し、次の内容を記載した文書をもって買受勧奨を行い、売払いの申込みを受ける

ものとする。 

なお、文書をもって買受勧奨を行う場合には、売払申請書を添付するとともに申請書

を指定する期間（以下「指定期間」という。）までに提出させるものとする。 

（注１） 指定期間は、価格時点から起算して４か月間の期間を指定する。 

（注２） この買受勧奨は売払処理ができるまで当該相手方に対し毎年継続して行う必

要がある。売払見込価額を毎年提示することにより、買受け意欲を喚起する。 

  イ 買受勧奨の趣旨 

    相手方ごとに「次に掲げる財産については、財務局（福岡財務支局、沖縄総合事務

局を含む。）、財務事務所、出張所（以下「財務局」という。）において管理している

が、将来国において国の庁舎、公園等の公共的用途に供する計画がないので、財産管

理上からできるだけ早期に売払いする建前である」旨を表示すること。 

     財産の所在   区分  数量 

（注） 未契約となっている財産については、既往使用料を徴した上で直接売払いす

るよう努めるものとする。 

  ロ 売払見込価額 

    相手方ごとに「令和 年 月 日の価格時点における売払見込価額は金  円で

あるが、売払申請書を指定期間内に提出したものについては、この売払見込価額によ



り売払いする。ただし、売払申請書を指定期間が経過した後価格時点から 10か月以

内に提出したものについては、この売払見込価額を時価修正した価額により売払い

する」旨を表示すること。 

（注） この場合の売払見込価額は、「国有財産評価基準」に定める評定価格に消費税

及び地方消費税の相当額を加えた額によるものとし、価格時点は２に定める買

受勧奨予定年月日の１か月前の日とする。 

  ハ 売払代金の支払方法 

（ｲ） 売払代金の支払方法については、即納を原則とするが、相手方が延納を希望す

る場合には、延納によることができること。 

（ﾛ） 延納売払いによる場合の延納期限、納付方法、延納利息及び担保物件等につい

て、相手方ごとに普通財産取扱規則（昭和 40年４月１日大蔵省訓令第２号）及び

昭和 60 年６月 28日付蔵理第 2289号「普通財産の売払い代金又は交換差金の延納

に関する取扱いについて」通達の定めるところにより、それぞれの内容を表示す

ること。 

  ニ その他 

    上記のイからハまでの事項及びその他の事項について疑義があるときは、次の連

絡先へ問合わせること。 

    連絡先  委託業者名（又は官署名） 

         住所           （ＴＥＬ     ） 

⑵ 集中処理 

   集団的使用財産について⑴により買受勧奨を行ったものについては、次により処理

するものとする。 

  イ 指定期間までに売払申請があったものについては、指定期間の末日から起算して

１か月以内において必要に応じ資力信用等の調査及び関係資料の収集を行うものと

する。 

  ロ 指定期間までに売払申請があったもので、買受勧奨を行った際、国が提示した売払

見込価額で売払いができるものについては、相手方と売買契約を締結するものとす

る。 

  ハ ロの場合において、当該事案が最寄りの財務局から宿泊を要する程度の遠隔地に

所在するものであるときは、次により最寄りの市町村役場及び公民館等現地におい

て契約等を行うものとする。 

（ｲ）原則として集中処理班を編成することとし、班長を指名して責任体制を明らか

にすること。 

（ﾛ）事前に最寄りの市町村役場及び公民館等の使用について了解を得た上で相手方

に対し、市町村役場及び公民館等に参集すべき日時を通知すること。 

（ﾊ）事前に相手方別に売払予定価額、契約書案を添付した決議書により決裁を得て



おき、契約書（契約担当官の官印を捺印したもの）を現地に持参して相手方と契

約を締結すること。 

なお、班長への契約書の受払いについては、別紙第２号様式により、その都度

必要事項を記載し担当課長が出張前日に契約書の内容、数量を確認して直接交付

し、帰庁後直ちに担当課長が契約状況を確認すること。 

（ﾆ）契約締結と同時に買受人が売買代金等を国に即納する場合には、分任収入官吏

は当該現金を領収し、現金領収証書を相手方に交付するとともに、領収した現金は

直ちに現金払込書により歳入代理店又は郵政官署に払い込みを行うこと。 

  ニ 指定期間までに売払申請があったもので、買受勧奨を行った際、国が提示した売払

見込価額を修正する必要があるものについては、次により価格交渉を行うものとす

る。 

（ｲ）早期に売払見込価額の修正を行い、直ちに電話通信、個別訪問及び呼出し等の方

法により価格交渉を行う。 

（ﾛ）契約締結等の集中処理を行うまでの間に相手方との価格交渉がまとまらなかっ

たものについては、当該集中処理期間中に電話通信又は個別訪問の方法により、再

度価格交渉を行う。 

（注１） 市町村役場及び公民館等現地において、相手方と交渉を行うこととした

場合、集団交渉になり、円滑な事務処理が期待できないと認められるとき

は、個別訪問の方法による。 

（注２） 相手方の代表者と交渉を行うことにより、円滑な事務処理が期待できる

場合には、代表者交渉を行う。 

  ホ 文書による買受勧奨の結果、指定期間までに売払申請がないものについては、契約

締結等の集中処理を行っている期間中に電話通信又は個別訪問等の方法によりでき

るだけ買受勧奨を行うものとする。 

（注） この場合の売払申請書は価格時点から起算して 10か月以内に提出させるも

のとする。 

５ 書面等の作成・提出等の方法 

⑴ 電子ファイルによる作成 

本通達に基づき、作成を行う書面等（書面その他文字、図形その他の人の知覚によっ

て認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。）につ

いては、電子ファイルにより作成を行うことができる。 

⑵ 電子メール等による提出等 

イ 本通達に基づく提出等の手続のうち、書面等により行うこととしているものにつ

いては、電子メール等の方法により行うことができる。 

ロ 上記イの方法により提出等を行うときは、電子ファイルをもって行うものとする。 

 ⑶ 適用除外 



  上記⑴及び⑵の措置は、以下に規定する手続については適用しないものとする。 

  イ 記４－⑵－ハ－（ハ）に規定する契約書を締結する場合 

ロ 記４－⑵－ハ－（二）に規定する現金領収証書を交付する場合及び現金払込書によ

り払い込みを行う場合 

ハ 記４－⑵－ホ－（注）に規定する売払申請書を提出させる場合 

  



別紙第１号様式 

 

集団的使用財産の処理計画（令和  年度） 

 

                                        ○○財務局 

地区名 
財産 

種別 
現状 

相手方 

件数 

対象財産 処理見込時期 

備考 
区分 数量 

勧奨予定 

年月日 

処理見込 

時期 

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

記載要領 

１ 「地区名」欄には、集団的使用財産の所在する地区名を記入すること。 

２ 「財産種別」欄には、物納、旧軍、雑種（旧里道、畦畔等）等の別を記入すること。 

３ 「現状」欄には、貸付中、誤信使用等の別を記入すること。 

４ 「処理見込時期」欄の「勧奨予定年月日」欄には、買受勧奨の予定年月日を、「処

理見込時期」欄には、集中処理の見込予定月を記入する。 

  



別紙第２号様式 

 

契約書受払整理簿 

記載要領 

⑴ 契約書の内容の「売払い、貸付けの別」欄には、売払いにあっては売、貸付けにあ

っては貸、と記入すること。 

⑵ 契約書の内容の「売払価額又は貸付料」欄には、契約書に記入している金額を記入

すること。 

⑶ 「契約書式の符号及び枚数」欄には、標準書式の第  号書式、何枚と記入するこ

と。 

⑷ 「契約書渡し年月日」欄には、処分担当課長が契約書の内容と整理簿記載内容とを

チェックするとともに、その都度渡し年月日を記入の上出張責任者に契約書を渡す

こと。 

⑸ 「契約締結年月日」欄には、出張先で契約を締結したものについて契約年月日を記

入すること。 

⑹ 「契約書返還年月日」欄には、出張責任者が、契約が不調に終わったものについて、

帰庁後直ちに該当欄に返還年月日を記入して担当課長に返還し、担当課長は、契約書

の内容と整理簿記載内容とをチェックすること。また、受領した契約書は、一定期間

担当課長が保管し、その間に契約締結に至った場合には「備考」欄に契約書の再交付

整理 

番号 

契約書の内容 契約書 

式の符 

号及び 

枚数 

契約書

渡し年

月日 

契約締結

年月日 

契約書

返還年

月日 

備考 
相手方 

住所氏

名 

売払い 

貸付け 

の別 

売払価 

額又は 

貸付料 

 

 

    年 月 日 年 月 日 年 月 日 

 

 

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        



及び契約年月日等を記入することとし、一定期間経過しても契約の見込みがないも

のは焼却する等その結果を記入して明らかにしておくこと。 
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